
仕 様 書 

１ 業務名 

  業務課ファイルサーバデータ移行業務 

 

２ 業務概要   

既設の業務課ファイルサーバ（令和７年３月リース終了、以下「旧サーバ」という。）から、本

市集中ファイルサーバ（デジタル戦略推進局所管、以下「新サーバ」という。）へのデータ移行を

行い、共有設定・アクセス権等の設定を行うもの。 

また、データ移行後の旧サーバについて、返却前のデータ消去を行うもの。 

 

３ 新旧サーバ仕様概要 

（１） 旧サーバデータ使用容量 

1.5ＴＢ ※令和６年７月２日時点 

（２）新サーバ使用可能データ領域 

   ２ＴＢ 

   ※筐体は庁外データセンターに設置されており、庁内ネットワーク（イントラネット）によ

り接続されている。 

 

４ 提供予定資料 

  契約締結後、本業務を実施するにあたり委託者から、データ移行マニュアル（デジタル戦略推

進局作成、以下「移行マニュアル」という。）を提供する。 

 

５ 業務内容 

（１） 作業方法立案・スケジュール作成 

移行マニュアルに基づき、業務影響が最小限となるよう作業方法の立案、スケジュール作成 

を行うこと。 

（２）データ移行 

   移行マニュアルの手順に沿って、令和７年１月６日（月）から令和７年３月７日（金）の間

で行うこと。 

   バッチマスタを編集の上、初期コピーのほか、差分コピーを行う（差分コピーは２回以上を

見込む）。それぞれのコピー後に発生したエラーフォルダ・エラーファイルへの対応について

は、委託者と協議の上対応すること。 

   最終移行時点で最新の状態でデータを同期させ、フォルダ数、ファイル数とその容量に差異

が生じていないことを確認すること。 

（３）共有設定・アクセス権等の環境設定 

   旧サーバにおいては、サーバ上でローカルグループを設定している。新サーバではローカル 

グループ設定ができないため、下記いずれかの方法により旧サーバと同等のアクセス権を設定

すること。 

ア 旧サーバのローカルグループ設定をあらかじめ個人設定に修正する。 

イ 初期コピー実施後、新サーバ上でアクセス権を再設定する。 

（４）旧サーバデータ消去 



   新サーバへのデータ移行日に旧サーバの編集を制限し、新サーバの稼働状況を確認の上、旧   

  サーバのデータ消去を行う。データ消去は、ハードディスク専用の破砕装置を使用した使用し

た物理的な方法による破壊とする（リース会社同意済み）。 

   原則として市役所本庁舎内にて委託者職員立会のもとで作業を実施するものとする。事前に

委託者と日程及び作業場所を調整すること。 

 

６ 履行期間 

  契約締結日～令和７年３月７日（金）まで 

  対応時間は原則、平日８：45～17：15 とする。17：15 以降及び土曜・日曜・祝日等の閉庁日 

に作業を要する場合は、事前に委託者と協議すること。 

   

７ 履行場所（設置場所）・検査場所 

  札幌市役所本庁舎内（札幌市中央区北１条西２丁目）の指定場所 

 

８ 各種業務完了後の提出書類等 

（１） データ消去措置完了証明書 

任意様式にて、旧サーバデータ消去の履行状況が確認できる書類（写真データ等）を添付し 

た消去措置完了証明書を提出し、委託者の確認を受けること。 

   【記載必須項目】 

    ・データ消去の完了日 

    ・消去作業実施場所 

    ・データ消去方法 

    ・消去したハードディスクドライブ等の型番・製造番号等（証明写真での代用可） 

    ・データ消去前後の証明写真 

（２） 完了届 

業務完了後、速やかに完了届（役務 第９号様式）を提出すること。 

 

９ 個人情報の保護及び情報セキュリティ対策 

（１）本業務では、別紙１個人情報取扱安全管理基準及び別記個人情報の取扱いに関する特記事項 

  を遵守すること。また、契約締結前に別紙２個人情報取扱安全管理基準適合申出書を委託者に

提出し、委託者から当該申出書に対する評価を受けた後に契約を締結する。 

（２）サーバ上のデータは、本業務の目的外に使用してはならない。また、データを複製、持ち出

し、配布してはならない。ただし、障害対応のために委託者の許可を受けてＯＳ等の診断情報

を外部媒体等に複製し、持ち出す場合を除く。 

（３）本業務の遂行上知り得た本市のネットワーク構成、サーバ設定等の技術的情報及びファイル 

名称を含む移行データに係る一切の内容について、機密性・完全性・可用性を確保し、いかな

る第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本業務の目的外に使用してはならない。ただ

し、委託者から事前に書面による許諾を得て開示又は使用する場合及び法令の定めるところに

より国または地方公共団体からの命令により開示を求められた場合を除く。以上から、情報セ

キュリティ対策として、受託者が情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）またはプラ

イバシーマークの認証を受けていることを要件とする。 

（４）情報の漏洩等、情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかに委託者に報告し、 



受託者の責任において原因の特定及び対策を講じること。また、受託者は不正アクセス、サー

ビス不能攻撃、不正プログラムの感染等、短時間で被害が拡大する情報セキュリティインシデ

ントについては早急に対処した上で委託者に報告すること。 

（５）受託者は、上記（１）から（４）について、データ移行である令和７年１月から令和７年３ 

月までの期間において、毎月月末時点に所定の様式（様式 1）を使用して委託者にセキュリテ

ィ対策の履行状況を報告すること。 

（６）委託者は、上記（５）における履行状況の報告を受け、受託者の情報セキュリティ対策の履

行が不十分である場合、受託者と協議した上で、必要な措置を講じることとする。 

 

10 作業条件・注意事項等 

（１） 作業実施方法及び必要となる設定項目の確認は、事前に委託者と打ち合わせること。 

（２） 使用者への影響を十分に考慮した作業計画を立案し、委託者と協議の上作業を実施するこ

と。 

（３） 作業に従事する者に１名以上、Microsoft Windows Server 関連資格の有資格者を配置する

こと。又は同資格所有者からオンサイトでの技術支援を受けられる保守体制を有すること。 

（４） 作業に必要な機材・工具等は受託者が用意すること。 

（５） システムの運用に影響を与えた場合は直ちに委託者に報告し、委託者の指示により速やかに

復旧作業を行うこと。 

（６） 業務の実施にあたっては未使用機器の電源切断の励行による節電、再生紙の積極的利用な

ど、環境に配慮した資源の利用に留意すること。 

（７） 入退室管理を実施している場所での作業は、委託者職員の立会のもとで行うこと。 

（８） この業務において、既存の情報の分類、整理、加工等の情報処理が必要となる場合、当該処

理前の情報の保全については委託者の責任とし、情報処理開始後から履行期間終了までにお

ける情報の保全については受託者の責任とする。 

 

11 再委託の禁止 

  受託者は、本件業務の全部または一部を第三者に委託（以下「再委託」という。）してはなら

ない。ただし、本業務の一部を再委託することにつき、受託者があらかじめ委託者の書面による

承認を得た場合には、この限りではない。 

  また、上記ただし書きの規定により本件業務の一部を再委託した場合には、受託者は委託者に

対し、再委託先の行った本件業務に関する行為について、一切の責任を負うものとする。 

 

12 その他 

  この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、その都度、委託者と受託者で協議

し、これを定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報の取扱いに関する特記事項（仕様書別記） 

 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 
第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」

という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行

政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、

この個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 
 
 （管理体制の整備） 
第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の

安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 
 
 （管理責任者及び従業者） 
第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書面に記載すべき

事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告しなければならない。 
２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなければな

らない。 
３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければ

ならない。 
４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。 
５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。 
６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 
 
 
 （取扱区域の特定） 
第４条 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務の着手前に書面

により委託者に報告しなければならない。 
２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければな

らない。 
３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出し

てはならない。 
 
 （教育の実施） 
第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における従業者が

遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業者全員に対して実施

しなければならない。 
２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければ

ならない。 
 
 （守秘義務） 
第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはな



らない。 
２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏

らさないようにしなければならない。 
３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 
４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出

させなければならない。 
 
 （再委託） 
第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ委託（以下「再

委託」という。）してはならない。 
２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承諾を得なけれ

ばならない。 
３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合には、委託者に対

して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 
 (1) 再委託先の名称 
 (2) 再委託する理由 
 (3) 再委託して処理する内容 
 (4) 再委託先において取り扱う情報 
 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 
 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 
４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が委託者指定様式

（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をいう。）に必要事項を記載した

書類を添付するものとする。 
５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本契約に基づ

く一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責

任を負うものとする。 
６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業務の再委託を

承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及

び方法について具体的に規定しなければならない。 
７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、委託者の

求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。 
 
 （複写、複製の禁止） 
第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された

資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。 
 
 （派遣労働者等の利用時の措置） 
第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合

は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 
２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 
 



 （個人情報の管理） 
第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応ガイドに

定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該個人情報の管

理を行わなければならない。 
 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取扱規程等を

策定すること。 
 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に

対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 
 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 
 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおけ

る漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 
 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防

止を行うこと。 
 
 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 
第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以外の目的で利

用し、又は第三者へ提供してはならない。 
 
 （受渡し） 
第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した手

段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託者に対して個人情報の預り証

の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。 
 
 
 
 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 
第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情報について、委託

者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 
２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃

棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に

申請し、その承諾を得なければならない。 
３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなけ

ればならない。 
４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁的記

録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならな

い。 
５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担当者名及び消去

又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 
 
 （定期報告及び緊急時報告） 
第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報

告しなければならない。 



２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 
 
 （監査及び調査） 
第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措

置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対して、実地の監査又は

調査を行うことができる。 
２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託等業務の処理に

関して必要な指示をすることができる。 
 
 （事故時の対応） 
第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違反又はそのお

それのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに

委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により

報告し、委託者の指示に従わなければならない。 
２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠

保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定

めなければならない。 
３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。 
 
 （契約解除） 
第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する委託等

業務の全部又は一部を解除することができる。 
２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その

損害の賠償を請求することはできないものとする。 
 
 （損害賠償） 
第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによって委託

者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならな

い。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報取扱安全管理基準（仕様書別紙１） 

 
１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 
  個人情報の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。 
  また、以下の内容を記載した個人情報の保護に関する規程及び個人情報の取扱手順等が定められて

いること。 
 (1) 組織的安全管理措置 
 (2) 人的安全管理措置 
 (3) 物理的安全管理措置 
 (4) 技術的安全管理措置 
 ※ 上記(1)～(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ 

（https://www.ppc.go.jp）に掲載されている「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイ

ド（行政機関等向け）」の「４－３－１」の「安全管理措置（法第６６条）」を御確認ください。 
 
２ 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 
  個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者が定められており、基本方針、規程及び

個人情報の取扱手順等に明記されていること。 
 
３ 従業者の指定、教育及び監督 
 (1) 個人情報の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。 
 (2) 個人情報を取り扱う従業者を指定すること。 
 (3) 個人情報の取扱い、情報システムの運用・管理・セキュリティ対策及びサイバーセキュリティの研

修計画を策定し、従業者に対し毎年１回以上研修等を実施していること。また、個人情報を取り扱う

従業者は、必ず１回以上研修等を受講している者としていること。 
 (4) 総括保護管理者及び保護管理者は、従業者に対して必要かつ適切な監督を行うこと。 
 
 
４ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 
 (1) 個人情報を取り扱う管理区域を明確にし、当該区域に壁又は間仕切り等を設置すること。 
  【管理区域の例】 
  ・ サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 
  ・ 個人情報を保管する区域 
  ・ その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域 
 (2) (1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。 
   また、入室に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化及び部外者が入室

する場合は、管理者の立会い等の措置を講ずること。さらに、入退室の記録を保管していること。 
 (3) (1)で設定した管理区域について入室に係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの

整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずること。 
 (4) 外部からの不正な侵入に備え、施錠装置、警報措置及び監視装置の設置等の措置を講ずること。 
 (5) 管理区域では、許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必要な措置を講

ずること。 



 
５ セキュリティ強化のための管理策 
  情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を防止するため以下

の対策を実施していること。 
 (1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機等は、他のコンピュータと接続しない単独による設置又は

当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インターネット及び当該業務を実施する施設

外に接続するイントラネット等の他のネットワークに接続していないこと。ただし、本市の許可を得

た場合はこの限りでない。 
 (2) 個人情報の取扱いにおいてサーバを使用している場合は、当該業務を実施する施設内に設置してい

ること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定めること。さらに、部外者のアクセスは

必要最小限とし、管理者の立会い等の措置を講ずること。ただし、本市の許可を得た場合はこの限り

でない。 
 (3) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等は、アクセス権等を設定し、使用できる従業者を

限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者の利用状況を記録し、保管している

こと。 
 (4) 記録機能を有する機器の電子計算機等への接続制限について必要な措置を講ずること。 
 (5) 本市が貸与する文書、電子媒体及び業務にて作成した電子データを取り扱う従業者を定めること。 
 (6) 業務にて作成した電子データを保存するときは、暗号化又はパスワードにより秘匿すること。また、

保存した電子データにアクセスできる従業者を限定するとともにアクセスログ等から従業者の利用

状況を記録し、契約期間終了後、１年以上保管していること。 
 (7) 本市が貸与する文書及び電子媒体は、施錠できる耐火金庫及び耐火キャビネット等にて保管するこ

と。また、書類の持ち出し記録等を作成していること。 
 (8) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、従業者が正当なアクセス権を有する者であるこ

とをユーザ ID、パスワード、磁気・IC カード又は生体情報等のいずれかにより識別し、認証してい

ること。 
 (9) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、セキュリティ対策ソフトウェア等（ウィルス対

策ソフトウェア等）を導入していること。 
 (10)業務にて作成した電子データを削除した場合は、削除した記録を作成していること。また、削除し

たことについて証明書等により確認できる措置を講ずること。 
 (11)個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデータ削除ソフトウェ

アの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用すること。 
 (12)本市の許可なく第三者に委託しないこと。 
 
６ 事件・事故における報告連絡体制 
 (1) 従業者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理者への報告連絡体制を整

備していること。 
 (2) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から管理者等への報告

連絡体制を整備していること。 
 (3) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案が発生した際の本市及び関連団体への報告連絡体制を整備して

いること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の検討並びに決定等に係る体制及び

手順等を整備していること。 
 



７ 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制 
  本市が貸与する文書、電子媒体及び左記書類等に基づき作成される電子データを持ち運ぶ場合は、

施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パスワードによる保護、追跡可能な移送手段等によ

り、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配慮していること。 
 
８ 関係法令の遵守 
  個人情報の保護に係る関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。 
 
９ 定期監査の実施 
  個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査及び外部監査を実

施すること。 
 
１０ 個人情報取扱状況報告書の提出 
  本市の求めに応じ、又は当該業務契約に基づき、各月の期間ごとの役務完了の書面提出時において、

本市が指定する様式にて個人情報取扱状況報告書を提出すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



個人情報取扱安全管理基準適合申出書（仕様書別紙２） 

 

年  月  日   
（申請者）               

 
貴市の個人情報取扱安全管理基準について下記のとおり適合していることを申し出ます。 

記 
 
●個人情報取扱安全管理基準及び確認事項 
※ 本申出書において各種資料のご提出をお願いしております。資料が提出できない場合は、実地の監

査、調査等の際などに当該書類の内容を確認いたします。 
 
１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 
  貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入ください。併せ

て、当該規程をご提出ください。 
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
２ 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 
  個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記載した書類をご提出ください。上記

１により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願

います。 
 
３ 従業者の指定、教育及び監督 
 (1) 当該業務に従事する従業者を「従業者名簿」にてご提出ください。 
 (2) 従業者の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。 
 (3) 従業者を対象とした研修実施報告書等をご提出ください。  



４ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 
  設定した管理区域の詳細についてご記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、

■とチェックしてください。また、個人情報を黒塗りにした各管理区域の入退室記録を提出してくだ

さい。 
 
 ・管理区域の名称                              
 
   入退室の認証方法                            
 
   入退室記録の保存期間                          
 
   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 
 
   持込可能な電子媒体及び機器                       
 
 ・管理区域の名称                              
 
   入退室の認証方法                            
 
   入退室記録の保存期間                          
 
   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 
 
   持込可能な電子媒体及び機器                       
 
 ・管理区域の名称                              
 
   入退室の認証方法                            
 
   入退室記録の保存期間                          
 
   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 
 
   持込可能な電子媒体及び機器                       
 
 ・管理区域の名称                              
   入退室の認証方法                            
 
   入退室記録の保存期間                          
 
   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 
 



   持込可能な電子媒体及び機器                       
 
５ セキュリティ強化のための管理策 
  セキュリティ強化の詳細についてご記入ください。貴社のセキュリティが各項目の内容に合致して

いる場合は、□欄を■とチェックしてください。 
 (1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機のセキュリティについて 
  □ 他のネットワークと接続していない。 
  □ 従業者にアクセス権限を設定している。 
     従業者の利用記録の保存期間（                   ） 
  □ 記録機能を有する機器の接続制御を実施している。 
     接続制御の方法（                         ） 
  □ 従業者の認証方法（                         ） 
  □ セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。 
   ※個人情報を黒塗りにした従業者の利用記録を提出してください。 
 
 (2) 文書、電子媒体の取扱いについて 
  □ 取り扱うことができる従業者を定めている。 
  □ 文書、電子媒体の持ち出しを記録している。 
     当該記録の保存期間（                       ） 
  □ 文書、電子媒体等について施錠できる耐火金庫等に保管している。 
   ※個人情報を黒塗りにした文書、電子媒体の持ち出し記録を提出してください。 
 
 (3) 業務にて作成した電子データの取扱いについて 
  □ 取り扱うことができる従業者を定めている。 
  □ 電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。 
  □ 電子データの利用状況について記録している。 
  □ 作成した電子データの削除記録を作成している。 
   ※個人情報を黒塗りにした電子データの利用状況の記録及び削除記録を提出してください。 

  



６ 事件・事故における報告連絡体制 
  個人情報取扱安全管理基準の「６ 事件・事故における報告連絡体制」(1)から(3)までの内容を満た

していることが分かる書類を提出してください。上記１にて提出した基本方針等に記載がある場合は

提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。 
 
７ 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制 
  情報資産を搬送及び持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体制が各項目の内

容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。なお、その他の対策を実施している場

合は、対策をご記入ください。 
  □ 情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用している。 
  □ 上記以外の盗難及び紛失対策を実施している。 
   ※対策を以下にご記入ください。 
 
                                        
 
８ 関係法令の遵守 
  個人情報の保護に係る関係法令を遵守するための体制及び取組等をご記入ください。 
 
                                        
 
                                        
 
９ 定期監査の実施 
  貴社の内部監査及び外部監査の実施状況についてご記入ください。各監査の実施状況が各項目の内

容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。また、各監査の実施状況が分かる書類

をご提出ください。なお、外部監査は情報セキュリティマネジメントシステム等の認証を受ける際の

審査を外部監査として取り扱っても問題ございません。その場合は、各種申請の認証通知を監査の実

施状況の書類といたします。 
  □ 内部監査を実施している。 
  □ 外部監査を実施している。 

  



１０ 貴社が取得している情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ＩＳＭＳ」という。）または

プライバシーマークの認証についてご記入ください。 
  また、認証を受けたことが分かる書類をご提出願います。 
 
  
  名称                                    
 
  認証年月日            最終更新年月日              
 
  名称                                    
 
  認証年月日            最終更新年月日              
 
  名称                                    
 
  認証年月日            最終更新年月日              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【様式１】         個人情報取扱状況報告書 

年  月  日   
  札幌市長        様 
                     住 所 
                     会社名 
                     代表者名              
 

個人情報取扱安全管理基準及び個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施している安全管理対

策の実施状況について下記のとおり報告いたします。 
 

記 

受託業務名 業務課ファイルサーバデータ移行業務 
データ移行期間 令和７年１月６日（月）～令和７年３月７日（金） 

対象期間  
安全管理対策の実施状況 

１ 当該業務において、標記の基準及び特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施しています。また、

個人情報取扱安全管理基準適合申出書の提出時点からの変更有無等について、以下のとおり報告いた

します。 
(1) 従業者の指定、教育及び監督（変更なし・変更あり） 

   
(2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり） 

   
(3) セキュリティ強化のための管理策・管理体制（変更なし・変更あり） 

   
(4) 事件・事故（インシデント含む）における報告連絡体制（変更なし・変更あり） 

  〇（発生した場合）事件・事故の状況： 
   

(5) 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制（変更なし・変更あり） 
  〇（実績ある場合）概要： 
 
（6）情報資産の秘密保持等の体制（変更なし・変更あり） 

 
(7) 関係法令の遵守（変更なし・変更あり） 

   
(8) 定期監査の実施（変更なし・変更あり） 

   
(9) その他個人情報取扱安全管理基準適合申出書からの変更（なし・あり） 

   
２ その他特記事項等 
 

 


